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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月14日(2007.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（－）ヒドロキシクエン酸、クロム、およびギムネマ酸を含む医薬組成物であって、
（ａ）（－）ヒドロキシクエン酸はカルシウムおよびカリウムに結合している；および
（ｂ）クロムはナイアシン結合クロムを含む、
　医薬組成物。
【請求項２】
　（－）ヒドロキシクエン酸は、ガルシニア（Ｇａｒｃｉｎｉａ）属の植物に由来する請
求項１の医薬組成物。
【請求項３】
　植物は、ガルシニア・カンボギア（Ｇａｒｃｉｎｉａ　ｃａｍｂｏｇｉａ）である請求
項２の医薬組成物。
【請求項４】
　クロムは酸素配位ナイアシン結合クロムを含む請求項１～３のいずれか一項の医薬組成
物。
【請求項５】
　ギムネマ酸は、ギムネマ（Ｇｙｍｎｅｍａ）属の植物に由来する請求項１～４のいずれ
か一項の医薬組成物。
【請求項６】
　植物はギムネマ・シルベスタ（Ｇｙｍｎｅｍａ　ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ）である請求項５
の医薬組成物。
【請求項７】
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　組成物は、丸剤、錠剤、カプセル剤、トローチ剤、ガム剤、液剤、散剤、食物、飲料ま
たは他の経口投与型で提供される請求項１～６のいずれか一項の医薬組成物。
【請求項８】
　ヒトまたは他の哺乳動物の体重を制御するための薬剤の製造のための請求項１～７のい
ずれか一項の医薬組成物の使用。
【請求項９】
　体重の制御は、過剰体重の減少を含む請求項８記載の使用。
【請求項１０】
　セロトニンレベルを上昇させる；
　レプチンレベルを低下させる；
　脂肪酸化を上昇させる；
　食欲を低下および／または食物摂取を低下させる；および
　総コレステロール、ＬＤＬコレステロールおよび／またはトリグリセリドレベルを低下
、および／またはＨＤＬコレステロールレベルを上昇させる、
ことからなる群から選択される１またはそれ以上の効果によって体重の減少を証明する請
求項９の使用。
【請求項１１】
　効果は、セロトニンレベルを上昇させることである請求項１０記載の使用。
【請求項１２】
　効果は、レプチンレベルを低下させることである請求項１０記載の使用。
【請求項１３】
　効果は、脂肪酸化を上昇させることである請求項１０記載の使用。
【請求項１４】
　薬剤は経口投与として提供される請求項８～１３のいずれか一項の使用。
【請求項１５】
　薬剤は、３回の実質的に等しい分割用量で、食事の約３０～６０分前の毎日の投与とし
て提供される請求項８～１４のいずれか一項の使用。
【請求項１６】
　（－）ヒドロキシクエン酸の毎日の用量は、約１００mg～約５，０００mgである請求項
１４または１５の使用。
【請求項１７】
　（－）ヒドロキシクエン酸の毎日の用量は、約２，７００mg～約２，８００mgである請
求項１６の使用。
【請求項１８】
　クロムの毎日の用量は約１０μｇ～約１，０００μｇであり、ギムネマ酸の毎日の用量
は約１０mg～約１，０００mgである請求項１５～１７のいずれか一項の使用。
【請求項１９】
　クロムの毎日の用量は約４００μｇであり、ギムネマ酸の毎日の用量は約１００mgであ
る請求項１８の使用。
【請求項２０】
　ヒトまたは他の哺乳動物の脂肪酸化を上昇させるための、ヒドロキシクエン酸を含む医
薬組成物であって、脂肪酸化における上昇は、マロンジアルデヒド、ホルムアルデヒド、
アセトアルデヒド及びアセトンからなる群から選択される１以上の尿代謝物の生成上昇に
よって証明される、医薬組成物。
【請求項２１】
　ヒトまたは他の哺乳動物の脂肪酸化を上昇させるための薬剤の製造のための、ヒドロキ
シクエン酸を含む組成物の使用であって、脂肪酸化における上昇は、マロンジアルデヒド
、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びアセトンからなる群から選択される１以上の
尿代謝物の生成上昇によって証明される、使用。
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